
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  医業における事業付随収入 

Ｑ：私は先日、医院を開業しました開業医

です。患者さんからいただく謝礼はどのよう

に取り扱ったらいいのですか？  

 

Ａ：事業所得の総収入金額に算入してくだ

さい。 

【解説】 

医者は、患者が退院する際などに謝礼を受

け取るケースが多いと思いますが、この謝礼

について、雑収入として申告しなかったこと

が裁判の争点となった事件がありますので要

旨をご紹介しましょう。 

判決では、退院などの際の謝礼は、社会儀

礼の範囲か否かを問わず、事業の遂行に付随

して生じた収入として、事業所得の金額の計

算上総収入金額に算入すべきであって、その

うち金銭以外の物の価額はその物を取得した

時における時価で計算して総収入金額に算入

すべきとの判断を示し、課税処分を支持し裁

判は確定しました。 

したがって、医療行為に対して受け取る謝

礼は、それが金銭であっても物品であっても

事業所得に算入しなければならないのですが、

金銭以外の物品については、その金銭以外の

物又は権利その他経済的利益の価額によって

計上しなければならず、その価額の評価につ

いては、収入時の時価によって計上すること

とされています。 

また、中元や歳暮であっても、その相手方

が事業関係者であれば事業付随収入となり、

事業所得の総収入金額に算入しなければなり

ません。 
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